
家庭におけるオンライン学習通信環境整備費の補助について 

 

 

オンライン学習における通信環境が未整備の保護者に対して、家庭における通信環境の整備に要

する費用の一部を補助しますので、お知らせします。 

 

該当する保護者は、下記の要領に沿って、申請をしてください。  

 

１．どのような人が対象になりますか？  

下記のいずれかに該当する場合が対象です。  

（１）令和８年４月１日以後に町立小学校又は中学校に在籍する児童・生徒の保護者  

（２）令和８年４月１日以後に町立小学校又は中学校に転入した児童・生徒の保護者の場合にあ

っては、同日後に通信環境整備を行った保護者  

※ 通信環境整備とは家庭学習のためのインターネット回線の接続工事を行った、モバイルWi-Fi

ルータ（ＳＩＭカードの契約を含む）を通信会社と契約された、又は家庭用Wi-Fiルータを購入

されたことを言います。  

 

２．どのようなものが補助対象になりますか？  

次の（１）（２）が対象となり、その合計金額になります。  

（１）本町のオンライン学習を行うため、新たにインターネット接続を行う場合に、通信会社と

契約する際に必要となる工事費、契約料（SIMカードの契約料を含む）、機器購入料、その他

の初期費用  

（２）本町のオンライン学習を行うために、新たに家庭用Wi-Fiルータを購入した費用  

 

３．補助の金額はいくらですか？  

通信環境整備にかかった費用（上限４万円）の１／２を補助します。補助金の上限は２万円（千

円未満切り捨て）です。上限金額未満の支払い金額は、その実費額の１／２（千円未満切り捨て）

となります。 

 

※ 導入時に１回限りの制度になりますので、かかった経費が上限である４万円を超えた後に申

請することをおすすめします。 

 

４．補助金はいつ振り込みされますか？  

請求を受けてから、おおむね３０日となります。  

 

５．申請はいつからいつまでですか？  

令和８年５月１日（金）から、令和９年２月２６日（金）までになります。 

  

６．申請には何が必要ですか？ 

次に掲げる書類が全て必要です。 

（１）中泊町オンライン学習通信環境整備費補助金交付申請書兼請求書  

（２）保護者名義の預金通帳の写し 

（通帳がない場合、口座番号の確認できるキャッシュカードの写しでも可)  

※ 振込先の店名、店番、預金種目、口座番号の記載されている欄の写しを添付  

（３）補助対象経費を支払ったことを証明する書類（詳細は 10.証明する書類の例をご確認くださ

い） 

 

７．申請書の提出先はどこですか？  

下記のいずれかの方法で申請をしてください。  

① 教育課（中泊町役場内）に直接、提出。（閉庁日を除く９時から１７時まで）  

② 郵便にて教育課に郵送。  

 



８．郵便申請や直接、教育課に提出する際は、申請書はどこで手に入りますか？  

・ 申請書は、ホームページに公開しています。 

・ 教育課や小泊支所にも置いてあります。 

 

 

９．特に注意をしていただきたいこと  

・ インターネット契約等を契約期間の途中で解約しようとすると違約金が発生することがあり

ます。違約金は補助対象外ですので、ご注意ください。  

・ キャッシュバック等があるプランを契約する場合、キャッシュバック等を差し引いてかかっ

た費用を実費額として補助金を支給します。  

 

10. 証明する書類を具体的に教えてください。  

表に証明する書類の例の一部を記載します。判断に迷う場合は、教育課にご連絡をください。 

 

要 件 例 

インターネット接続を行うた

めに、通信会社と契約する際

に必要となる工事費、契約料

（SIM カードの契約を含む）、

その他の初期費用  

①契約書（契約者名、契約期間、契約内容が記載した書類に限る）  

②レシートの場合は保護者名義、契約期間、契約内容が分かる明細書も必要です。  

③領収書の場合は、申込用紙等の契約者名、契約期間、契約内容が分かる明細書も

必要です。  

④クレジットカード等で支払いの場合は、クレジットカードの明細と契約者名、契

約期間、契約内容が分かる明細書も必要です。  

インターネット接続を行うた

めに、通信会社と契約する際

に必要となる機器購入料  

①機器名が記載されたレシート  

②機器名が記載された領収書  

③クレジットカード等で支払いの場合は、クレジットカードの明細と機器名の明

細が分かるものが必要です。  

家庭用Wi-Fi ルータの機器購

入費  

①レシート（明細が分からないものは、対象外です。）  

②領収書（あて名、品名がないものは、対象外です。）  

③クレジットカード等で支払いの場合は、クレジットカードの明細と機器名の明

細が分かるものが必要です。  

 

 

○問い合わせ 

   中泊町教育委員会 教育課 

 TEL：０１７３－５７－２１１１ 

                             FAX：０１７３－５７－３８４９ 


